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１ 職員の任免及び職員数等に関する状況 

 

（１）職員数の推移                             （各年４月１日現在） 

                                    （単位：人） 

 

 

（２）部門別職員数の状況と主な増減理由 

 （各年４月１日現在） 

 
       区 分 
 部 門 

職  員  数 対前年 

増減数 
主 な 増 減 理 由 

Ｒ７年 Ｒ６年 

普 
 

通 
 

会 
 

計 
 

部 
 

門 

一 

般 

行 
政 
部 

門 

議  会 ４ ４   

総務・企画 ６４ ６５ ▲１ 組織編成上の理由による減員 

税  務 １９ １９   

民  生 ７０ ７０   

衛  生 ２６ ２６   

労  働 １ １   

農林水産 ７ ８ ▲１  欠員不補充による減員 

商  工 ６ ６    

土  木 ２７ ２８ ▲１ 欠員不補充による減員 

小 計 ２２４ ２２７ ▲３  

教 育 部 門 ３３ ３６ ▲３ 業務減及び欠員不補充による減員 

消 防 部 門 ６９ ６９   

小 計 ３２６ ３３２ ▲６   

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

水  道 ７ ７   

下 水 道 ６ ６   

そ の 他 １４ １５ ▲１ 欠員不補充による減員 

小 計 ２７ ２８ ▲１   

合  計 
３５３ 

[３９１] 

３６０ 
[３９１] 

▲７ ＜参考＞人口１万人当たり職員数 89.70 人 
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（注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを

含み、会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員は含みません。なお、フルタイム会計年度任

用職員の職員数は４１人です。 

   ２ 公営企業等会計部門のその他とは、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医

療特別会計の職員です。 

   ３ [  ]内は、職員定数です。なお、会計年度任用職員及び再任用短時間勤務職員は職員定数に

含みません。 

 

（３）年齢別職員構成の状況 

 

① 年齢別職員構成・職員数の状況 

                                 （令和７年４月１日現在） 

（単位：人）

区分
20歳
未満

20歳
～23歳

24歳
～27歳

28歳
～31歳

32歳
～35歳

36歳
～39歳

40歳
～43歳

44歳
～47歳

48歳
～51歳

52歳
～55歳

56歳
～59歳

60歳
以上

計

職員数 2 21 45 38 34 39 27 29 44 37 32 5 353

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0
(%) 構成比

 
 

 

  ② 全職員の平均年齢 （各年４月１日現在） 

 Ｒ７年 Ｒ６年 

平  均  年  齢 ４０．５歳 ３９．８歳 

（注） 職種別の平均年齢は「２（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況」

に記載しています。 
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（４）部門別職員数の推移                            （単位：人・％） 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

一般行政 231 223 225 225 227 224 ▲7 (▲3.0)

教　　育 37 35 34 36 36 33 ▲4 (▲10.8)

消　　防 67 67 68 70 69 69 2 (3.0)

335 325 327 331 332 326 ▲9 (▲2.7)

30 28 28 28 28 27 ▲3 (▲10.0)

365 353 355 359 360 353 ▲12 (▲3.3)

　　　　　　年　度
部 門 別

過去５年間の
増減数（率）

普通会計計

公営企業会計計

総合計  
（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。 

 

（５）採用者の状況 

 

   ① 職種別採用職員数 

   一般行政職、消防職などの試験による採用を行っています。 

   １次試験は筆記試験、２次試験は論文と面接、３次試験は面接を主な内容としています。 

一般行政職 6 (0) 6 (0) 8 (4) 8 (4)

消防職 2 (0) 2 (0) 1 (0) 1 (0)

保育士 2 (2) 2 (2) 4 (3) 4 (3)

教育職 1 (0) 1 (0) 2 (0) 2 (0)

保健師 0 (0) 1 (1) 1 (1)

技術職（建築） 1 (0) 1 (0) 0 (0)

精神保健福祉士 1 (1) 1 (1) 0 (0)

技能労務職 1 (0) 1 (0) 0 (0)

計 12 (3) 2 (0) 14 (3) 14 (8) 2 (0) 16 (8)

計

Ｒ７年度

試験採用 選考採用 計

Ｒ６年度

試験採用 選考採用

 

（注） （ ）内は、女性の採用者数であり、内数です。 

       

② 採用試験の実施状況 

年　　度 職種区分

一般行政職 66 (10) 46 (7) 24 (2) 8 (0) 8.3 (0.0)

消防職 21 (3) 11 (2) 4 (1) 2 (0) 10.5 (0.0)

保育士 6 (5) 6 (5) 4 (4) 3 (3) 2.0 (1.7)

技術職（建築） 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1.0 (0.0)

精神保健福祉士 3 (2) 3 (2) 2 (2) 1 (1) 3.0 (2.0)

技能労務職 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1.0 (0.0)

計 98 (20) 68 (16) 36 (9) 16 (4) 6.1 (5.0)

一般行政職 68 (18) 55 (12) 24 (5) 11 (4) 6.2 (4.5)

消防職 29 (0) 10 (0) 3 (0) 1 (0) 29.0 (0.0)

保育士 6 (4) 6 (4) 6 (4) 5 (4) 1.2 (1.0)

保健師 2 (2) 2 (2) 1 (1) 1 (1) 2.0 (2.0)

技術職（土木） 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0) 1.0 (0.0)

技術職（建築） 2 (0) 2 (0) 2 (0) 0 (0) 0.0 (0.0)

精神保健福祉士 5 (3) 5 (3) 3 (2) 0 (0) 0.0 (0.0)

計 113 (27) 81 (21) 40 (12) 19 (9) 5.9 (3.0)

倍　率

Ｒ７年度

Ｒ６年度

受験者
１次試験
合格者

２次試験
合格者

最終合格者

（注） （ ）内は、女性の該当者数であり、内数です。 
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（６）退職者の状況 

退職には、以下の事由の退職があります。 

定年退職：定年（令和６年度：原則６１歳）により退職する場合 

勧奨退職：職員の適正な新陳代謝及び人事の刷新を図ることを目的として退職勧奨を行い、これに

応じて退職する場合 

自己都合退職：本人の都合により退職する場合 

その他：死亡による退職等 

 

事由別退職者の数  （令和６年度） 

1 (0) 0 (0) 16 (5) 0 (0) 17 (5)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1)

0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0)

0 (0) 0 (0) 2 (5) 0 (0) 2 (5)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1)

0 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (2)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)

0 (0) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1)

うち管理職

1 (0) 0 (0) 20 (13) 1 (2) 22 (15)

うち管理職 0 (0) 0 (0) 1 (2) 1 (1) 2 (3)

その他 計

－ － － － －

消防職

一般行政職

定年 勧奨 自己都合

計

技能労務職

教育職

看護・保健職

薬剤師・医療技術職

保育職

（注） （ ）内は、令和５年度の状況です。 
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（７）再任用の状況 

再任用とは、高齢者雇用のため定年退職者を再雇用する制度です。 

再任用職員には、定年前の職員と同様に勤務する常時勤務職員と、それよりも短時間勤務する短時間

勤務職員があります。 

（令和６年度） 

職 種 常時勤務 短時間勤務 

一般行政職 ０ （ ０） ２ （ ４） 

税 務 職 ０ （ ０） ０ （ ０） 

医 療 職 ０ （ ０） １ （ １） 

福 祉 職 ０ （ ０） １ （ １） 

企 業 職 ０ （ ０） １ （ １） 

技能労務職 １ （ １） １ （ ０） 

計 １ （ １） ６ （ ７） 

（注）１ （   ）内は、令和５年度の状況です。 

     ２ 職種は再任用時の職種です。 

 

 

（８）外郭団体等への管理職の再就職の状況 

退職時に管理職であった者についての外郭団体等への再就職の状況は以下のとおりです。 

（令和６年度） 

再就職先 他の地方公共団体 特定地方独立行政法人 外郭団体 非営利団体 営利企業 自営業 

再就職者数 ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

（注）１ 外郭団体とは、住宅供給公社、土地開発公社、道路公社、愛川町が資本金又は基本金等の 

２５％以上を出資している法人をいいます。 

   ２ 自己都合退職、分限・懲戒免職等による退職者を除きます。 

 
 

（９）公益的法人等への派遣の状況 

公益的法人等のうち、その業務が愛川町の事務・事業と密接な関連を有し、施策推進を図るための 

人的援助が必要なものについて、職員を派遣しています。その状況は以下のとおりです。 

                     （令和６年度） 

公益財団法人「宮ヶ瀬ダム周辺振興財団」へ派遣   １人 

 
 

 

（10）障害者の任用状況 

法定雇用率 ２.６ ％（令和５年度） 
      ２.８ ％（令和６年度） 

令和６年度 ３.０３％ 令和５年度 １.９１％ 
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２ 職員の給与の状況 

 

（１）人件費の状況 

人件費とは、職員に支給される給与のほか、特別職に支給される給料・報酬等、職員が加入している

地方公務員共済組合に事業主として支払う負担金等を合計したものです。 

（普通会計決算） 

区 分 住民基本台帳人口 
歳出額 

Ａ 
実質収支 

人件費 

Ｂ 

人件費率 

（Ｂ/Ａ） 

令和６年度 

R7.1.1 現在 
 

39,377 人 

   千円 
 

15,129,524 

   千円 
 

408,847 

 千円 
 

3,745,042 

    ％ 
 

24.8 

 

（２）職員給与費の状況 

職員給与費とは、職員に支給する給与の総額をいいます。 

（普通会計決算） 

区 分 
職員数 

Ａ 

給 与 費     （千円） 一人あたり 

給与費 

（Ｂ/Ａ） 給 料 職員手当 
期末・勤勉 

手当 
計 Ｂ 

令和６年度 326 1,242,160 395,044 557,651 2,194,855 6,733 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

   ２ 職員数は、特別職及び短時間勤務の再任用職員を除いた４月１日現在の人数です。 

   ３ 給与費には短時間勤務の再任用職員分を含みます。 

 

（３）ラスパイレス指数の状況 

ラスパイレス指数とは、国家公務員の俸給を１００として見た場合に、愛川町職員の給与水準を示す

指数です。 

100.5 

100.3 100.2 100.0 100.1 
99.8 

100.1 
100.2 

101.1 101.1 

102.0 101.9 

100.1 
100.6 

98.0

99.0

100.0

101.0

102.0

103.0

平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

県内市町村平均 愛川町

 

 

（注） ラスパイレス指数の算出方法：愛川町職員と国家公務員について、それぞれを学歴別・経験年数別

に区分し、愛川町職員の構成が国家公務員と同一であると仮定のうえ、区分ごとに愛川町職員と国

家公務員の給料を比較して算出します。 
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  【参考】地域手当補正後ラスパイレス指数  １０８．３ （令和７年４月１日現在） 

  （注） R7.4.1 現在における団体の支給率と国基準の支給率により算出したもの 

※ 「地域手当補正後ラスパイレス指数」とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方

公務員の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。 

 

 

（４）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況    （令和７年４月１日現在） 

区  分 
愛 川 町 国 

一般行政職 技能労務職 一般行政職 技能労務職 税 務 職 

平 均 年 齢 40.1 歳 53.4 歳 41.9 歳 51.3 歳 41.3 歳 

平均給料月額 323,473 円 308,564 円 332,237 円 294,567 円 364,188 円 

平均給与月額 447,000 円 390,500 円 414,480 円 337,907 円 442,129 円 

（注）１ 「平均給料月額」とは、令和７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で

す。 

２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当などの諸

手当を合計したものです。 

 

 

  【参考】技能労務職のうち民間と類似する職種との比較 

区 分 
愛 川 町 民  間 

職員数 平均年齢 平均給与月額 類似の職種 平均年齢 平均給与月額 

清掃職員 4 人 55.6 歳 447 千円 
廃棄物処理業

従業員 48.0 歳 321 千円 

（注）１ 民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。(令和 

4～6 年の 3 ヶ年平均) 

２ 技能労務職の職種と民間の職種等の比較に当たり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において

完全に一致しているものではありません。 

 

 

（５）一般行政職職員の初任給の状況 （令和７年４月１日現在） 

区  分 愛川町 神奈川県 国 

大学卒 252,672 円 253,687 円 

総合職   257,600 円 

一般職   246,400 円 

高校卒 217,840 円 211,406 円 210,560 円 

 （注）１ 町の職員の初任給は、地域手当（給料の 12％）を加算しています。 

    ２ 県の職員の初任給は、地域手当（給料の 12.45％）を加算しています。 

    ３ 国の職員の初任給は、地域手当が 12％支給される地域に勤務した場合の額です。 
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（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況         （令和７年４月１日現在） 

区    分 
経験年数 

10 年 

経験年数 

15 年 

経験年数 

20 年 

一般行政職 

大学卒 277,350 円 310,700 円 355,750 円 

高校卒 －  円 －  円 －  円 

技能労務職 

高校卒 －  円 －  円 －  円 

中学卒 －  円 －  円 －  円 

（注）１ 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいう 

ものです。 

２ 該当する職員がいない場合は、空欄となっています。 

 

 

 

（７）給料表の種類、級数、額等の概要 
   職員の給料については、職務の内容に応じて区分される「給料表」と、職務の複雑さ、困難さ、責任

の度合いにより区分される「級」と、給料表と級に応じて定められている「号給」ごとに決められてい

ます。 
（令和７年４月１日現在）  

種類 
適用

人数 
（人） 

給料月額（円） 

 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

一般

行政

職 

342 

最低

号給 
183,500 220,000 242,000 286,200 321,300 355,200 378,400 456,900 

最高

号給 
267,800 313,000 335,300 378,900 396,200 414,300 450,900 477,500 

技能

労務

職 

10 

最低

号給 
185,700 247,600 256,100 264,600 291,100 303,200   

最高

号給 
263,100 299,700 307,600 342,200 345,300 376,300   

（注）再任用職員を除く。 

 

 

 

（８）職務の級ごとの職員数の状況 

 行政職給料表（１）                          （令和７年４月１日現在） 

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

１級 主事補又は技師補の職務 22 6.4 

主事補 9 

22 6.4 

主
事
補
級 

保育士 4 

消防士 9 

２級 主事又は技師の職務 65 19.0 

主事 35 

65 19.0 
主
事
級 

保育士 12 

保健師 1 

栄養士 2 

消防副士長 15 
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３級 主任主事又は主任技師の職務 76 22.2 

主任主事 50 

76 22.2 

主
任
主
事
級 

主任技師 1 

主任保育士 10 

主任保健師 4 

主任栄養士 1 

消防士長 10 

４級 主査の職務 36 10.5 主査 36 36 10.5 
主
査
級 

５級 副主幹又は副技幹の職務 41 12.0 

副主幹 34 

41 12.0 

副
主
幹
級 

副技幹 6 

副園長 1 

６級 主幹又は技幹の職務 55 16.1 

主幹 43 

55 16.1 
主
幹
級 

技幹 4 

園長 3 

副園長 5 

７級 
課長、室長、専任主幹又は専任

技幹の職務 
40 11.7 

課長 25 

40 11.7 
課
長
級 

室長 2 

専任主幹 2 

園長 3 

技監 1 

会計管理者 1 

局長 2 

署長 1 

分署長 1 

副分署長 1 

所長 1 

８級 部長又は参事の職務 7 2.0 

部長 5 

7 2.0 
部
長
級 

次長 1 

消防長 1 

計  342 100.0  342 342 100.0  

（注）１ 愛川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で 100%にはなりません。 
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 行政職給料表（２）                          （令和７年４月１日現在） 

職務

の級 
基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

１級 
定型的又は補助的な業務を行

う技手の職務 
1 9.1 技手 1 

6 54.5 
技
手
級 

２級 
相当の技術又は経験を必要と

する技手の職務 
0 0.0 技手 0 

３級 
高度の技術又は経験を必要と

する技手の職務 
3 27.3 

技手 2 

再任用職員 1 

４級 
特に高度の技術又は経験を必

要とする技手の職務 
2 18.2 技手 2 

５級 主任技手の職務 4 36.4 主任技手 4 4 36.4 

主
任
技
手
級 

６級 技能主査の職務 1 9.1 技能主査 1 1 9.1 

技
能
主
査
級 

計  11 100.0  11 11 100.0  

（注）１ 愛川町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 各欄に掲げる構成比の合計は、四捨五入の関係で 100%にはなりません。 

 

（９）昇給の実施状況 

 

① 査定昇給 

 １月１日から１２月３１日までの１年間の勤務成績により、翌年１月１日に５段階の区分で昇給しま

す。                               （令和７年） 

区  分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

昇給号給（号） ８以上 ６ ４（３） ２ ０ 

該当者数（人） ０ ０ ２９７ １１ ０ 

  （注）高齢層職員は除きます。（ ）内は７級以上の特定職員です。 

 

② その他の昇給 

①の査定昇給以外に昇給できる場合としては、次の場合があります。 

・研修に参加し、その成績が特に良好な場合 

・業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた

場合 

・職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 

・職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合 
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（10）高齢層職員の昇給抑制制度の概要 

高齢層職員の昇給抑制制度とは民間企業等との均衡を図るため、一定年齢以上の職員について、昇給

抑制する制度です。 

なお、昇給抑制とは、査定昇給時の昇給号給数を半分にすることです。 

職  種 愛 川 町 令和６年度該当職員数 国 

一般行政職 

昇給抑制：５５歳以上 

２９ 
標準の勤務成績での昇給停止

：５５歳以上 

消 防 職 ７ ― 

技能労務職 ２ 
標準の勤務成績での昇給停止

：５７歳以上 

 

（11）職員手当の状況 

   職員は、次の手当が支給されます。 

  期末手当・勤勉手当：民間企業のボーナス等に相当する手当 

  退職手当：退職したときに支給される一時金 

  地域手当：民間における賃金や物価等を考慮して支給される手当 

  特殊勤務手当：危険、困難、不健康な業務等に従事したときに支給される手当 

  時間外勤務手当：正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給される手当 

   その他、扶養手当、住居手当、通勤手当等があります。 

 

① 期末手当・勤勉手当 

愛 川 町 国 

１人当たり平均支給額（令和６年度） 

            １，６８４千円 
― 

（令和６年度支給割合） 

       期末手当    勤勉手当 

６月期  １.２２５月分  １.０２５月分 

     (０.６８７５月分)(０.４８７５月分) 

１２月期  １.２７５月分  １.０７５月分 

     (０.７１２５月分)(０.５１２５月分) 

計     ２.５月分    ２.１月分 

       （１.４月分）    （１月分） 

（令和６年度支給割合） 

       期末手当    勤勉手当 

６月期  １.２２５月分  １.０２５月分 

     (０.６８７５月分)(０.４８７５月分) 

１２月期  １.２７５月分  １.０７５月分 

     (０.７１２５月分)(０.５１２５月分) 

計     ２.５月分    ２.１月分 

       （１.４月分）    （１月分） 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

（注） （ ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 
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② 退職手当（令和７年４月１日現在） 

愛 川 町 国 

（支給率）   自己都合   勧奨・定年 

勤続20年    19.6695月分  24.586875月分 

勤続 25 年    28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続 35 年    39.7575 月分   47.709 月分 

最高限度額    47.709 月分   47.709 月分 

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置：２～２０％加算 

（支給率）   自己都合   勧奨・定年 

勤続 20 年   19.6695 月分  24.586875 月分 

勤続 25 年   28.0395 月分  33.27075 月分 

勤続 35 年   39.7575 月分   47.709 月分 

最高限度額   47.709 月分   47.709 月分 

（その他の加算措置） 

定年前早期退職特例措置：３～６０％加算 

（注） 本町が加入している神奈川県市町村職員退職手当組合の条例によるものです。 

 

③ 地域手当 

支給実績（令和６年度決算） １４９，８６４千円 

支給職員 1 人当たり平均支給月額（令和６年度決算） ３４，７８７円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

全 域 １０％ ３５９人 ― 

 

④ 特殊勤務手当 

区        分 全  職  種 

支給実績（令和６年度決算） ２，００９千円 

支給職員 1 人当たり平均支給月額（令和６年度決算）  ２，３５８円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和６年度） １９．８％ 

手当の種類（手当数） ６種類 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

町税等事務従事職

員の特殊勤務手当 

町税等の徴収担

当職員 

滞納整理 1日につき200円(従事時間が

3時間未満の場合は100 円) 

感染症等業務従事職

員の特殊勤務手当 

衛生担当職員 感染症患者の救護及び家宅

の消毒 

伝染病の病原体を有する家

畜に対する防疫作業 

1 日につき 300 円 

有害毒薬物取扱作業

従事職員の特殊勤務

手当 

消防職員 人体に有害なガスの発生を

伴う作業 

特に危険性を有する薬品等

を使用する作業 

1 日につき 1,000 円 

死体取扱作業従事職

員の特殊勤務手当 

民生担当職員 行路死亡人、変死人の処置作業 1 日につき 1,000 円 

清掃担当職員 動物の死体の処置作業 1 件につき 300 円 

清掃作業従事職員の

特殊勤務手当 

清掃担当職員（技

能労務職） 

ごみの収集及び処理作業 1 日につき 300 円 

し尿の収集及び処理作業 1 日につき 500 円 

救急業務従事職員の

特殊勤務手当 

消防職員 救急救命士が救急業務に従

事し、救急救命処置を行った

とき 

出動 1 回につき 500 円 

救急隊員が救急業務に従事

したとき 

出動 1 回につき 200 円 
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⑤ 時間外勤務手当 

区      分 令和６年度決算 令和５年度決算 

支給実績 ９９，６６５千円 ９９，５４１千円 

職員 1 人当たり平均支給月額 ４０，１２３円 ３８，４０３円 

 

⑥ その他の手当（令和７年４月１日現在） 

 

○ 扶養手当 

扶 養 親 族 の 条 件 
支 給 月 額 

愛 川 町 国 

配偶者 3,000 円 3,000 円 

子 11,500 円 11,500 円 

父母等 6,500 円 6,500 円 

特定扶養の期間（満 16 歳～満 22 歳）にある子 1 人に対する加算額 5,000 円 5,000 円 

支給実績（令和６年度決算） 35,629 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給月額（令和６年度決算） 19,406 円  

 

○ 住居手当 

区   分 

支   給   月   額 

愛  川  町 国 

借家・借間 

（町内在住） 

家賃 28,000 円未満：家賃額 

家賃 28,000 円以上：28,000 円 

（町外在住） 

家賃 21,000 円未満：家賃額 

家賃 21,000 円以上：21,000 円 

家賃 27,000 円以下：家賃－16,000 円 

家賃 27,000 円を超え 61,000 円未満：

（家賃－27,000 円）×1/2＋11,000 円 

家賃 61,000 円以上：28,000 円 

持 家 支給なし 支給なし 

支給実績（令和６年度決算） 18,995 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給月額 

（令和６年度決算） 
20,557 円  
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○ 通勤手当 

区   分 
支   給   月   額 

愛  川  町 国 

交通機関利用者 
片道２km 以上： 

運賃相当額を支給（上限：55,000 円） 

片道２km 以上： 

運賃相当額を支給（上限：150,000円） 

交通用具（自動車等） 

利用者 

 

２㎞以上５㎞未満     3,500 円 

５㎞以上 10 ㎞未満     4,800 円 

10 ㎞以上 15 ㎞未満     7,200 円 

15 ㎞以上 20 ㎞未満     9,600 円 

20 ㎞以上 25 ㎞未満    12,000 円 

25 ㎞以上 30 ㎞未満    14,400 円 

30 ㎞以上 35 ㎞未満    16,800 円 

35 ㎞以上 40 ㎞未満    19,200 円 

40 ㎞以上        21,600 円 

 

２㎞以上５㎞未満     2,000 円 

５㎞以上 10 ㎞未満     4,200 円 

10 ㎞以上 15 ㎞未満     7,100 円 

15 ㎞以上 20 ㎞未満    10,000 円 

20 ㎞以上 25 ㎞未満    12,900 円 

25 ㎞以上 30 ㎞未満    15,800 円 

30 ㎞以上 35 ㎞未満    18,700 円 

35 ㎞以上 40 ㎞未満    21,600 円 

40 ㎞以上 45 ㎞未満    24,400 円 

45 ㎞以上 50 ㎞未満    26,200 円 

50 ㎞以上 55 ㎞未満    28,000 円 

55 ㎞以上 60 ㎞未満    29,800 円 

60 ㎞以上        31,600 円 

支給実績（令和６年度決算） 21,109 千円  

支給職員 1 人当たり平均支給月額 

（令和６年度決算） 
5,825 円  

 

 

○ 管理職手当 

  管理又は監督の地位にある職員に対し、その勤務の特殊性に基づいて支給する手当です。 

主 な 役 職 支 給 額 
支給実績 

（令和６年度決算） 

支給職員 1 人当たり 

平均支給月額 

（令和６年度決算） 

部長 84,300 円 

98,348 千円 56,522 円 

参事 78,400 円 

課長 69,800 円 

専任主幹、専任技幹 65,200 円 

主幹、技幹 56,700 円 

副主幹、副技幹 40,500 円 
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○ 管理職員特別勤務手当 

  管理職手当を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日または休日

等に勤務した場合に支給する手当です。 

主 な 役 職 支 給 額 
支給実績 

（令和６年度決算） 

支給職員 1 人当たり 

平均支給月額 

（令和５年度決算） 

部長 １０，０００円 

1,321 千円 1,197 円 

参事 ９,０００円 

課長 ９,０００円 

専任主幹、専任技幹 ８,０００円 

主幹、技幹 ７,０００円 

副主幹、副技幹 ６,０００円 

 

 

（12）特別職の報酬等の状況 

     （令和７年４月１日現在） 

区  分 給料月額等 

給  料 

町 長 

副町長 

教育長 

８３２，０００円 

６８０，０００円 

６１９，０００円 

報  酬 

議 長 

副議長 

議 員 

４４５，０００円 

３７２，０００円 

３４０，０００円 

期末手当 

町 長 

副町長 

教育長 

（令和６年度支給割合） 

６月期 ２．２５月分 

１２月期 ２．３５月分 

    計  ４．６ 月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（令和６年度支給割合） 

６月期 ２．２５月分 

１２月期 ２．３５月分 

    計  ４．６ 月分 

 

 

（13）給与改定の概要 

   令和６年度については、民間給与と公務員給与の較差を是正するため、若年層に重点を置き、平均  

３．５７％の給料表の増額改定を行うとともに、期末・勤勉手当（ボーナス）の支給月数を０．１月分

引き上げました。 

 

 

（14）給与の見直しの状況 

   人事院勧告の内容を踏まえ、地域手当については近隣自治体との均衡に鑑み、10%から 12%へ引き上げ

るとともに、給料表について最低号給引上げ等の構造見直しを行いました。また、扶養手当は配偶者の

引き下げと子の引き上げ、管理職員特別勤務手当については支給対象時間帯の拡大を行いました。 
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３ 勤務時間その他の勤務条件 

 

（１）職員の勤務時間、休憩時間の概要 

職員の勤務時間は８時３０分から１７時１５分までの１日７時間４５分、週３８時間４５分です。

１２時から１３時まで６０分間の休憩時間があります。（令和７年４月１日現在） 

 

8:30              12:00   13:00                17:15 

   
   

 

                    休憩時間 

 

（２）年次有給休暇の概要と取得状況 

労働基準法の規定に従い、原則として１年に２０日の有給休暇が与えられます。 

（各年４月１日から３月３１日まで） 

令和６年度の平均取得日数 令和５年度の平均取得日数 

９．０ 日 ８．４ 日 

 

（３）特別休暇の概要と取得状況 

年次有給休暇以外にも、特別な事由に該当する場合は、特別な休暇が認められます。 

内         容 期    間 
取得者数 

R6 年度 R5 年度 

(１)職員が選挙権その他公民としての権利を行使

する場合で、その勤務しないことがやむを得ない

と認められるとき 

必要と認められる期間 ０ ０ 

(２)職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として

国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署

へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを

得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 ０ ０ 

(３)職員が骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血

幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者

としてその登録を実施する者に対して登録の申

出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以

外の者に骨髄移植のための骨髄若しくは抹消血

幹細胞移植のための抹消血幹細胞を提供する場

合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院

等のため勤務しないことがやむを得ないと認め

られるとき 

必要と認められる期間 ０ ０ 

(４)職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の

結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務

しないことが相当であると認められるとき 

結婚の日の５日前から

当該結婚の日後１箇月

を経過する日までの連

続する５日間 

２ ３ 
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(５)職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しな

いことが相当であると認められる場合 

１の年において５日

(当該通院等が体外受

精その他の町長が定め

る不妊治療に係るもの

である場合にあって

は、１０日)の範囲内の

期間 

０ ０ 

(６)妊娠中の女性職員が母子保健法に規定する保

健指導又は健康診査を受ける場合 

妊娠６箇月末までは４

週間に１回、妊娠７箇

月から９箇月末までは

２週間に１回、妊娠 

１０箇月から出産まで

は１週間に１回、その

都度必要と認める期間 

２ ０ 

(７)出産する予定の女性職員が申し出た場合及び

女性職員が出産した場合 

出産予定日以前６週間

（多胎妊娠の場合にあ

っては、14 週間）目に

当たる日から出産の日

後８週間目に当たる日

までの期間において職

員が請求した期間 

４ ２ 

(８)生後１年に達しない生児を育てる職員が、その

生児の保育のために必要と認められる授乳等を

行う場合 

１日２回それぞれ３０

分以内の期間 
０ ０ 

(９)職員の妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。）が出産する場合で、

職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の

付き添い等のため勤務しないことが相当である

と認められるとき 

職員の妻が出産するた

め入院する等の日から

当該出産の日後２週間

を経過する日までの期

間内における２日の範

囲内の期間 

５ ３ 

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予

定日以前６週間(多胎妊娠の場合にあっては、 

１４週間)目に当たる日から出産の日後８週間目

に当たる日までの期間にある場合において、当該

出産に係る子又は小学校就学の始期に達するま

での子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これ

らの子の養育のため勤務しないことが相当であ

ると認められるとき  

当該期間内における５

日の範囲内の期間 
６ ４ 

(11)女性職員が生理のため勤務することが著しく

困難であると認められる場合 

２日を超えない範囲内

で必要と認められる期

間 

１３ １３ 

(12)職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服

喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる

行事等のため勤務しないことが相当であると認

められるとき 

親族に応じ別表の日数

欄に掲げる連続する日

数（葬儀のため遠隔の

地におもむく場合にあ

っては、往復に要する

日数を加えた日数）の

範囲内の期間 

３４ ２６ 

(13)職員が父母の追悼のため特別な行事（父母の死

亡後１５年以内に行われるものに限る。）のため

勤務しないことが相当であると認められる場合 

１日の範囲内の期間 ０ ０ 
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(14)地震、水害、火災その他の災害により職員の現

住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該

住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当

であると認められるとき 

連続する７日の範囲内

の期間 
０ ０ 

(15)地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の

事故等により出勤することが著しく困難である

と認められる場合 

必要と認められる期間 ０ ０ 

(16)地震、水害、火災その他の災害時において、職

員が通勤途上における身体の危険を回避するた

め勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合 

必要と認められる期間 ０ ０ 

(17)職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲

げる社会に貢献する活動（専ら親族に対する支援

となる活動を除く。）を行う場合で、その勤務し

ないことが相当であると認められるとき 

 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害

が発生した被災地又はその周辺の地域におけ

る生活関連物資の配布その他の被災者を支援

する活動 

 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他

の主として身体上若しくは精神上の障害があ

る者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に

対して必要な措置を講ずることを目的とする

施設における活動 

 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しく

は精神上の障害、負傷又は疾病により常態とし

て日常生活を営むのに支障がある者の介護そ

の他の日常生活を支援する活動  

一の年において５日の

範囲内の期間 
０ ０ 

(18)小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の

子を含む。）を養育する職員が、その子の看護（負

傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこ

とをいう。）のため勤務しないことが相当である

と認められる場合 

一の年において５日

(その養育する小学校

就学の始期に達するま

での子が２人以上の場

合にあっては、１０日)

の範囲内の期間 

１６ ８ 

(19)日常生活を営むのに支障がある要介護者の介

護等の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤

務しないことが相当であると認められる場合 

一の年において５日

(要介護者が２人以上

の場合にあっては、 

１０日)の範囲内の期

間 

１ ０ 

(20)職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康

の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務

しないことが相当であると認められる場合 

町長が必要と認める期

間 
３５２ ３４８ 

(21)その他町長が定める場合 
その都度必要と認める

時間又は期間 
０ ０ 
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別表 

親      族 日      数 

配偶者 
７日 

父母 

子 ５日 

祖父母 
３日（職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合

にあっては、７日） 

孫 １日 

兄弟姉妹 ３日 

おじ又はおば 
１日（職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合

にあっては、７日） 

父母の配偶者又は配偶者の父母 ３日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、７日） 

子の配偶者又は配偶者の子 １日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、５日） 

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 
１日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、３日） 

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 

おじ又はおばの配偶者 １日 

 

（４）介護休暇の概要と取得状況 

職員が要介護状態にある家族を介護するための休暇制度があり、連続する６箇月取得することができ

ます。介護休暇は、１日単位ではなく、時間単位で取得することもできます。 

（各年４月１日から３月３１日まで） 

区  分 

取 得 者 数 

令和６年度 令和５年度 

介護休暇 ０（０） ０（０） 

（注） （ ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 

 

（５）病気休暇の概要と取得状況 

職員が負傷または疾病のために勤務できない場合、医師の証明書等に基づき、療養のために必要最小

限度の期間、勤務することが免除されます。 

（各年４月１日から３月３１日まで） 

区  分 

取 得 者 数 

令和６年度 令和５年度 

病気休暇 ３０ ４６ 

（注） 前年度から継続して取得している人を含みます。 
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（６）育児休業の概要と取得状況 

職員が育児をするための休業制度があり、最長３年間取得することができます。育児休業は１日単位

で、部分休業は時間単位で取得することができます。 

（各年４月１日から３月３１日まで） 

区  分 
取 得 者 数 

令和６年度 令和５年度 

育児休業 ７（４） ６（２） 

部分休業 ５（４） ４（４） 

（注）１ （ ）内は、女性の取得者数であり、内数です。 

   ２ 前年度から継続して取得している人を含みます。 

 

（７）安全衛生管理体制の整備状況 

事業場の規模及び業種によって、安全衛生管理者等を選任、設置する必要があります。 

（各年４月１日現在） 

組 織 等 説      明 

Ｒ６年 Ｒ５年 

設置すべき 

事業場数 

うち設置 

事業場数 

設置すべき 

事業場数 

うち設置 

事業場数 

総括安全 

衛生管理者 

安全衛生管理者及び衛生管理者の

指揮や、労働者の危険または健康

障害を防止するための措置等の事

業場の安全衛生に関する業務の統

括管理を行う者。 

０ ０ ０ ０ 

安全管理者 

総括安全衛生管理者の指揮のもと

に、職場の設備や作業方法等に危

険がある場合における応急措置

等、安全に係る技術的事項を管理

する者。 

０ ０ ０ ０ 

衛生管理者 

総括安全衛生管理者の指揮のもと

に、健康に異常のある者の発見・

措置や、作業環境の衛生上の調査

等、衛生に係る技術的事項を管理

する者。 

１ １ １ １ 

安全衛生 

推進者等 

安全管理者及び衛生管理者の選任

が義務づけられていない事業場に

おいて、施設、設備等の点検、使

用状況の監視等を行う者。 

５ ５ ５ ５ 

産業医 

健康診断を実施する等、労働者の

健康管理等に当たるとともに、事

業者又は総括安全衛生管理者を指

導助言する等、専門家として活動

する医師。 

１ １ １ １ 

衛生委員会 

労働者の健康障害を防止するため

の基本対策等で衛生に関する重要

事項について調査審議するため設

置される委員会。 

１ １ １ １ 

安全委員会 

労働者の危険を防止するための基

本対策等で安全に関する重要事項

について調査審議するため設置さ

れる委員会。 

０ ０ ０ ０ 
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４ 職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

職員は身分を保障されていますが、一定の事由があれば、分限処分や懲戒処分により職を失ったり、

降任されたり、給料を減額されたりします。 

分限処分とは公務の能率の維持のために行う処分であり、懲戒処分とは公務員としてふさわしくない

非行があった場合に公務員関係の秩序を維持するために行う処分です。 

 

① 分限処分者   （令和６年度） 

処 分 事 由 降 任 免 職 休 職 降 給 

勤務実績が良くない場合 
０ 

（０） 

０ 

（０） 

 

 

 

 

心身の故障の場合 
０ 

（０） 

０ 

（０） 

１４ 

（６） 

 

 

職に必要な適格性を欠く場合 
０ 

（０） 

０ 

（０） 

 

 

 

 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、 

過員を生じた場合 

０ 

（０） 

０ 

（０） 

 

 

 

 

刑事事件に関し起訴された場合 
 

 

 

 

０ 

（０） 

 

 

条例で定める事由による場合   
０ 

（０） 

０ 

（０） 

計 
０ 

（０） 

０ 

（０） 

１４ 

（６） 

０ 

（０） 

（注） （ ）内は令和５年度の状況です。 

 

② 懲戒処分者                             （令和６年度） 

免 職 停 職 減 給 戒 告 

０（０） ０（０） ０（０） ０（０） 

（注） （ ）内は令和５年度の状況です。 
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５ 職員の服務の状況 

 

（１）服務に関する基本原則の概要 

基 本 原 則 概             要 

職務専念義務 
職員は全体の奉仕者として、勤務時間中全力で職務遂行しなければいけ

ません。 

信用失墜行為の禁止 
職員は職の信用を傷つけたり、職の全体の不名誉となる行為をしたりし

てはいけません。 

営利企業等の従事制限 
営利企業等に従事することは制限されており、従事する場合には許可を

受けなければなりません。 

争議行為等の禁止 職員は争議行為等が禁止されています。 

守秘義務 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはいけません。 

政治的行為の制限 
職員は政党その他の政治的団体の結成等に関与する等の政治的行為が

禁止されています。 

 

（２）職務専念義務免除制度の概要と免除の状況 

職務専念義務は一定の事由がある場合に限り、免除されます。 

具体的な内容 
承 認 者 数 

R6 年度 R5 年度 

研修を受ける場合 ０ ０ 

人間ドック・健康診断受診 １２５ １２４ 

厚生に関する計画の実施 ０ ３ 

要請に基づき公共性の高い活動へ参加する場合 ０ ０ 

新型コロナウイルス感染症関連（ワクチン接種等） ０ ０ 

 

（３）営利企業等従事許可制度の概要と許可の状況 

職員は許可を受ければ営利企業等に従事することができます。 

許 可 し た 内 容 
許 可 件 数 

R6 年度 R5 年度 

各種統計調査に係る調査員・指導員 １１ ７ 

出版社の依頼による原稿執筆 ２ ０ 

新聞社の依頼による審査員 ０ ０ 

講演 ０ １ 

調査研究協力 ０ １ 

放送番組出演 ０ １ 

公益団体の依頼によるスポーツ指導 ０ １ 

計 １３ １１ 
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６ 職員の研修の状況 

 
（１）人材育成基本方針の概要 

   限られた行政資源（人、財源、物）で、質の高い住民サービスを提供し続けるには、職員一人ひとり

が自己の能力を向上させ、最大限に発揮できるような仕組みを体系化し、計画的な人材育成や職場の活

性化を図っていく必要があります。 

   こうしたことから、総合的かつ長期的な観点から職員の能力開発を効果的に推進するため、「愛川町

人材育成基本方針」を策定しています。その概要は以下のとおりです。 

 

  ①目指す職員像 

 

       あ   い    か        わ 

      明日をみつめ、意識をもって、感じとって、分かちあえる職員 

      (幅広い視野)  (自己･組織改革) (ﾆｰｽﾞを捉える) (町民との協働) 

 

 

  ②重点施策 

   ・意欲を喚起する人事給与制度の整備…モチベーションの向上 

   ・研修制度の充実…学び・学ばせる環境 

   ・意識改革の推進・継続…自己実現のサポート 

 

（２）研修方針・体系の概要と実施状況 

 

① 研修方針 

（１）経営感覚に優れ社会の変化に適応できる人材の育成と若手職員研修の充実 

（２）政策形成能力の向上 

（３）外部研修機関の有効活用 

（４）庁内講師の積極的な活用 

（５）連携協定を活用した研修の実施 

（６）自己啓発の促進 

（７）職員間の対話の推進 

（８）緊急的な行政課題への対応 

（９）研修効果の把握と実践 
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② 研修体系の概要と実施状況（令和６年度） 

研   修   区   分 受講者数 

庁内研修 

階層別研修 

新採用職員研修Ⅰ １６人 

「わが町を磨く合同清掃隊」研修 ２０人 

若手職員フォローアップ研修 １３人 

管理者・監督者研修（部下の育成） ３５人 

専門研修 

刈払機取扱作業者安全衛生教育講習 ７人 

保育園保育士研修 １３６人 

人事評価制度職員研修（２回） ２１人 

自殺対策にかかる職員研修会 ２０人 

認知症サポーター養成講座職員研修会 ２１人 

お片付け勉強会 １６人 

メンタルヘルス １７人 

救急救命研修 ３９人 

採用予定者事前研修会 ９人 

特別研修 

行動経済学（ナッジ理論）ビジネス活用研修 ２０人 

ハラスメント研修 ３６人 

庁内防犯対応研修 ５０人 

ＤＸの意識醸成・リテラシー向上に関する研修 ４０人 

派遣研修 

基本研修 

専門研修 

選択型研修 

神奈川県市町村研修センター基本（４講座） ２９人 

神奈川県市町村研修センター昇格前必須基本（３講座） ２３人 

神奈川県市町村研修センター初級職員研修（２講座） ９人 

神奈川県市町村研修センター専門（３講座） １０人 

神奈川県市町村研修センター選択型（７講座） １３人 

市町村職員中央研修所 ２人 

公益財団法人神奈川県都市整備技術センター １人 

資産評価システム研究センター ３人 

やまなみ合同職員研修協議会 ４人 

その他 管理職との座談会 ２５人 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１）共済組合の概要 

町の常勤職員は、神奈川県市町村職員共済組合に加入します。 

   神奈川県市町村職員共済組合は大きく分けて、短期給付事業、長期給付事業、福祉事業の３つの事業

を行っています。 

   これらの事業に必要な費用は「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われています。 

 

① 短期給付事業 

組合員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡・休業・災害に対して、必要な給付を行います。 

法定給付 

保健給付 病気、負傷などの場合に支払われる給付 

休業給付 育児休業などの場合に支払われる給付 

災害給付 災害などに支払われる給付 

法定外給付 附加給付 法定給付以外の給付 

② 長期給付事業 

組合員の退職・障害・死亡に対して年金・一時金の給付を行います。 
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公務員の公的年金には、基礎年金（国民年金に相当）と厚生年金があります。 

 

○厚生年金 

老齢厚生年金 
職員（共済組合員）期間等１０年以上の者が退職した場合で、６５歳に達

したとき等に支給（支給開始年齢の特例あり） 

障害厚生年金 法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給 

障害一時金 軽度の障害の状態で退職したときに支給 

遺族厚生年金 組合員が死亡したときに支給 

  （注） 要件等は省略しています。 

 

 

○基礎年金 

老齢基礎年金 
職員（共済組合員）期間等１０年以上の者が退職した場合で、６５歳に達

したとき等に支給 

障害基礎年金 法定の障害等級に該当する状態にある場合に障害の程度に応じて支給 

遺族基礎年金 組合員が死亡し、１８歳未満の子を有している場合に支給 

（注） 要件等は省略しています。 

 

 

 ③ 福祉事業 

福祉事業としては、職員（組合員）の健康保持・疾病予防事業などの保健・保養及び教養に資す

る事業、保養所の経営などの宿泊事業、住宅貸付などの貸付事業、貯金事業、物資の斡旋事業など

職員の福祉のための事業を行っています。 

保健事業 
人間ドック等の補助、電話健康相談、宿泊施設・保養所利用助成、厚生施

設（遊園地・プール等）利用助成など 

宿泊事業 「湯河原温泉ちとせ」利用助成 

貯金事業 給料天引により積立 

貸付事業 
普通貸付、特別貸付（医療・入学・修学・結婚・葬祭）、住宅貸付、災害

貸付、在宅介護対応住宅貸付、高額医療貸付、出産貸付 

物資事業 
自動車・オートバイの代金の立て替え払いをし、割賦により職員から返済

を受ける場合など 

財形住宅貸付事業 住宅の新築・購入・増改築等に必要な資金の貸し付け 

 

（２）公務災害補償の概要と実施状況 
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公務上の災害（負傷・疾病・障害・死亡）については、地方公務員災害補償基金から一定の補償がな

されます。 

区      分 
令和６年度 令和５年度 

傷病 死亡 傷病 死亡 

通 勤 災 害 
新規認定件数 ０ ０ １ ０ 

補 償 件 数 ０ ０ １ ０ 

公務上の災害 
新規認定件数 ６ ０ ５ ０ 

補 償 件 数 ６ ０ ５ ０ 

 

（３）職員の健康診断等の概要 

労働安全衛生法に従い、職員の健康診断を年１回実施しており、職員の健康に配慮しています。 

 

（４）その他厚生制度の概要 

① 職員の互助共済や福利厚生を増進するために「愛川町職員親睦会」が設置されています。「愛川町

職員親睦会」は、職員で組織され、会員からの会費、町からの補助金をもとに運営されています。 

主な事業として、家族慰安会や健康ハイキングの開催をはじめ、職員に対する慶弔金や見舞金の交

付のほか、機関誌を発行していますが、町からの補助金については、人間ドック受診者に対する補助

事業にのみ充当しています。 

② 町では次世代育成支援対策推進法に基づき、「町職員子育て支援特定事業主行動計画」を策定して

います。計画では、職員が安心して子育てができる環境を整備し、職場での能力アップ、住民サービ

スの向上に資するよう育児休業制度の充実、超過勤務の縮減、年次休暇の取得促進を推進しています。 

 

８ 公平委員会の業務の状況（苦情処理、措置要求、不服申立） 

 

（１）苦情処理制度の概要 

職員は、任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等人事管理の全般に関する苦情の申出及び相

談を公平委員会等にすることができます。 

 

（２）勤務条件に関する措置要求制度の概要と状況（令和６年度） 

職員は、給与等勤務条件に関して公平委員会に、当局が適当な措置を講じるよう要求することができ

ます。 

年度当初 

係 属 件 数 

新規要求

件  数 

処 理 件 数 年度末 

係 属 件 数 要求認容 棄 却 却 下 取下げ 計 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

（３）不利益処分に関する不服申立制度の概要と状況（令和６年度） 

職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分に関して、公平委員会に不服の申し立てをすること

ができます。 

年度当初 

係 属 件 数 

新規申立

件  数 

処 理 件 数 年度末 

係 属 件 数 処分取消 棄 却 却 下 取下げ 計 

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 


